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〇 ５割軽減と２割軽減の基準額は、物価上昇に伴う所得水準の全体的な上昇の影響により、軽減を受けている世帯の

範囲が縮小しないよう、次のとおり軽減判定基準が改正された。７割軽減の基準額については改正なし。

■　軽減判定所得の改正

　７割軽減　基準額＝４３万円　＋　１０万円　×　（給与所得者の数－１）

　５割軽減　基準額＝４３万円　＋　２９万円　×　被保険者数等
　５割軽減　基準額＝＋１０万円　×　（給与所得者等の数－１）

　５割軽減　基準額＝４３万円　＋　２９.５万円　×　被保険者数等
　５割軽減　基準額＝＋１０万円　×　（給与所得者等の数－１）

　２割軽減　基準額＝４３万円　＋　５３.５万円　×　被保険者数等
　５割軽減　基準額＝＋１０万円　×　（給与所得者等の数－１）

　５割軽減　基準額＝４３万円　＋　５４.５万円　×　被保険者数等
　５割軽減　基準額＝＋１０万円　×　（給与所得者等の数－１）

議題３ 国民健康保険料の軽減判定所得基準の改正について


